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(57)【要約】
【課題】電子装置のロック状態にあるユーザー・インタ
ーフェイスを効率よく解除することができるユーザー・
インターフェイスのアンロック方法を提供すること。
【解決手段】本発明に係るユーザー・インターフェイス
のアンロック方法は、電子装置のタッチ式表示パネルで
押しボタン及び目盛り盤を備えるロックインターフェイ
スを表示するステップと、ユーザーの前記押しボタンに
対する回転或いはスライド操作を検知して、前記押しボ
タンに設けられたポインターと前記目盛り盤との相対的
な位置を変えるステップと、前記押しボタンの前記目盛
り盤に対する位置が予め設定された値に合うかどうかに
基づいて、ロックインターフェイスのアンロック条件を
満たすかどうかを判断するステップと、ロックインター
フェイスのアンロック条件を満たす場合に、前記ロック
インターフェイスのロック状態を解除するステップと、
を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ式表示パネルを備える電子装置に用いられるユーザー・インターフェイスのアン
ロック方法であって、
　前記電子装置に押しボタン及び目盛り盤を備えるロックインターフェイスを構築し、且
つ前記タッチ式表示パネルを介してそれを表示するステップと、
　ユーザーの前記押しボタンに対する回転或いはスライド操作を検知して、前記押しボタ
ンに設けられたポインターと前記目盛り盤との相対的な位置を変えるステップと、
　前記押しボタンの前記目盛り盤に対する位置が予め設定された値に合うかどうかに基づ
いて、ロックインターフェイスのアンロック条件を満たすかどうかを判断するステップと
、
　ロックインターフェイスのアンロック条件を満たす場合に、前記ロックインターフェイ
スのロック状態を解除するステップと、
　を備えることを特徴とするユーザー・インターフェイスのアロック方法。
【請求項２】
　前記ロックインターフェイスのアンロック条件は、前記押しボタンが押圧されたかどう
かを判断することをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載するユーザー・インター
フェイスのアンロック方法。
【請求項３】
　前記ロックインターフェイスのアンロック条件は、前記押しボタンに対する押圧強度及
び押圧時間が予め設定された値に合うかどうかを判断することさらに含むことを特徴とす
る請求項２に記載するユーザー・インターフェイスのアンロック方法。
【請求項４】
　ユーザーの前記押しボタンに対する回転或いはスライド操作を検知して、前記押しボタ
ンに設けられたポインターと前記目盛り盤との相対的な位置を変えるステップは、ユーザ
ーの前記目盛り盤に対する押圧操作を検知して、前記押圧操作の押圧位置に基づいて前記
押しボタンを回転させることをさらに含むことを特徴とする請求項２または請求項３の何
れか一項に記載するユーザー・インターフェイスのアンロック方法。
【請求項５】
　ユーザーの前記押しボタンに対する回転或いはスライド操作を検知して、前記押しボタ
ンに設けられたポインターと前記目盛り盤との相対的な位置を変えるステップは、ユーザ
ーの前記ロックインターフェイスでの弧状スライド操作を検知して、前記弧状スライドの
方向に基づいて、前記押しボタンを回転させることをさらに含むことを特徴とする請求項
２または請求項３の何れか一項に記載するユーザー・インターフェイスのアンロック方法
。
【請求項６】
　前記弧状スライド操作は、単点弧線移動操作或いは方向が同じである多点弧線移動操作
であることを特徴とする請求項５に記載するユーザー・インターフェイスのアンロック方
法。
【請求項７】
　前記ロックインターフェイスにおいて、押圧強度表示バーを表示して、前記押圧強度表
示バーを介してユーザーの前記押しボタンに対する押圧強度の大小を、即時に示すことを
特徴とする請求項３に記載するユーザー・インターフェイスのアンロック方法。
【請求項８】
　前記押圧強度表示バーは、直角三角形であり、且つユーザーの押圧強度の大小に基づい
て、少なくとも三つの強度区間に分けられることを特徴とする請求項７に記載するユーザ
ー・インターフェイスのアンロック方法。
【請求項９】
　前記押圧強度表示バーは、前記押しボタンの仮想投影であり、前記仮想投影の長さの値
を介して、ユーザーの押圧強度の大小を示すことを特徴とする請求項７に記載するユーザ
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ー・インターフェイスのアンロック方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザー・インターフェイスのアンロック方法に関し、特にタッチ式表示パ
ネルを備えた電子装置に用いられるユーザー・インターフェイスのアンロック方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話及びコンピューター等の電子装置には、個人のプライバシーが格納されている
。電子装置を長時間使用しない場合、他人が勝手に電子装置を使用することを防止するた
めに、通常、電子装置のユーザー・インターフェイスをロックするためのロックソフトを
インストールする（例えば、特許文献１を参照）。これにより、前記電子装置を再び起動
させると、そのスクリーンにはアンロックの手順が映し出される。しかし従来のアンロッ
ク手順は、先ず認証パスワードを入力しなければ、ユーザー・インターフェイスにアクセ
スできず、このような方法は手間がかかり、効率的でない。しかも、ユーザー・インター
フェイスのロック状態を解除する際の、スクリーンに表示される画面は、デザインの多様
性に欠け且つ新規性がない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１１－５２２４８５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上の問題点に鑑みて、本発明は、電子装置のロック状態にあるユーザー・インターフ
ェイスを効率よく解除することができるユーザー・インターフェイスのアンロック方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するために、本発明に係るユーザー・インターフェイスのアンロック
方法は、タッチ式表示パネルを備える電子装置に用いられる。前記ユーザー・インターフ
ェイスのアンロック方法は、前記電子装置に押しボタン及び目盛り盤を備えるロックイン
ターフェイスを構築して、前記タッチ式表示パネルを介してそれを表示するステップと、
ユーザーの前記押しボタンに対する回転或いはスライド操作を検知して、前記押しボタン
に設けられたポインターと前記目盛り盤との相対的な位置を変えるステップと、前記押し
ボタンの前記目盛り盤に対する位置が予め設定された値に合うかどうかに基づいて、ロッ
クインターフェイスのアンロック条件を満たすかどうかを判断するステップと、ロックイ
ンターフェイスのアンロック条件を満たす場合に、前記ロックインターフェイスのロック
状態を解除するステップと、を備える。
【発明の効果】
【０００６】
　従来の技術と比較して、本発明に係るユーザー・インターフェイスのアンロック方法は
、電子装置のタッチ式表示パネルを介してユーザー・インターフェイスのロック状態を解
除できるため、効率がよく、前記タッチ式表示パネルのロックインターフェイスの画面の
デザイン性も豊富で、新規性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明のユーザー・インターフェイスのアンロック方法をインストールした電子
装置のハードウェアを示すブロック図である。



(4) JP 2012-160177 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

【図２】図１に示した電子装置のユーザー・インターフェイスをアンロックするための機
能モジュールを示す図である。
【図３】本発明の１つの実施形態において、ユーザー・インターフェイスをロックする時
の図である。
【図４】本発明のもう１つの実施形態において、ユーザー・インターフェイスをロックす
る時の図である。
【図５】本発明の実施形態に係る電子装置のタッチ式表示パネルを介してユーザー・イン
ターフェイスをアンロックする方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１に示したように、本発明の実施形態に係る電子装置１は、タブレットパソコン、ス
マートフォン或いはデジタルカメラ等であることが可能である。前記電子装置１は、ＣＰ
Ｕ１０、内部記憶装置１２、格納装置１４、ビデオカード１６、タッチ式表示パネル２０
、Ｉ／Ｏ接続ポート２２、ＬＡＮカード２４及び圧力感知器２６を備える。前記格納装置
１４は、フラッシュ・メモリーであることができ、前記ＣＰＵ１０により実行される応用
ソフトを積載することに用いられる。前記圧力感知器２６は、前記タッチ式表示パネル２
０に電気的に接続される。前記圧力感知器２６は、ユーザーが前記タッチ式表示パネル２
０に加えた圧力の大小を感知し、且つ検知した圧力の値を前記ＣＰＵ１０に伝送する。
【０００９】
　図２に示したように、本発明の実施形態において、前記電子装置１は、入力判断ユニッ
ト４５及びロックインターフェイス制御ユニット４２を備える。前記入力判断ユニット４
５は、位置判断サブユニット４５２及び圧力判断サブユニット４５５を備える。
【００１０】
　前記入力判断ユニット４５は、ユーザーが前記タッチ式表示パネル２０で行ったスライ
ド及びクリック等の動作を検知し、且つスライド／クリックの座標位置及び押圧力の強度
を、対応するロックインターフェイス制御ユニット４２に伝送する。前記位置判断サブユ
ニット４５２は、ユーザーが前記タッチ式表示パネル２０で行ったスライド／クリックの
位置を判断する。前記圧力判断サブユニット４５５は、前記タッチ式表示パネル２０に加
えられた押圧力の大小を判断する。
【００１１】
　図３に示したように、前記電子装置１には、ユーザー・インターフェイスをロック／ア
ンロックするためのロックインターフェイス５１が構築されている。前記ロックインター
フェイス制御ユニット４２は、前記ロックインターフェイス５１と組み合わせて、前記電
子装置１を使用モードからユーザー・インターフェイスロックモードへと切り換える。ユ
ーザー・インターフェイスロックモードに切り替わった後、ユーザーは予め設定された手
順を実行し終えれば、再度前記使用モードにアクセスすることができる。
【００１２】
　前記ロックインターフェイス５１は、金庫の扉に類似する。前記ロックインターフェイ
ス５１は、目盛り盤５１３、押しボタン５１４及び押圧強度表示バー５１８を備える。本
実施形態において、前記押しボタン５１４は、旋回ボタンであり、即ちユーザーの操作に
よって回転する。前記目盛り盤５１３は、前記押しボタン５１４を取り囲んでいる。前記
目盛り盤５１３には、数字、アルファベット或いは符号等の目盛りが標されている。また
、前記押しボタン５１４にはポインターが設けられており、前記ポインターが指す方向に
よって、前記押しボタン５１４の回転角度を判断することができる。前記押圧強度表示バ
ー５１８は、ユーザーの前記押しボタン５１４に対する押圧強度の大小を即時に表示する
。前記押圧強度表示バー５１８は、直角三角形であり且つユーザーの押圧強度の大小に基
づいて複数の強度区間に分けられている。本実施形態において、前記押圧強度表示バー５
１８は、四つの強度区間を備える。
【００１３】
　前記ロックインターフェイス制御ユニット４２は、ユーザーの前記押しボタン５１４に
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対する回転操作に基づいて、前記押しボタン５１４に設けられたポインターを前記目盛り
盤５１３に相対する位置へと回転させる。前記ロックインターフェイス制御ユニット４２
は、ユーザーの前記目盛り盤５１３に対する押圧操作（例えば、押圧点６１１）を検知す
ると、前記押しボタン５１４を回転させて、前記ポインターを前記目盛り盤５１３の押圧
点６１１へ指向させる。また、前記ロックインターフェイス制御ユニット４２は、ユーザ
ーの前記押しボタン５１４に対する押圧操作を検知し、且つ押圧時間及びこの押圧時間内
に行われた押圧強度の大小及び前記押しボタン５１４に設けられたポインターの前記目盛
り盤５１３に相対する位置に基づいて、ロックインターフェイスのアンロック条件を満た
すかどうかを判断する。
【００１４】
　本発明の他の実施形態において、前記ロックインターフェイスのアンロック条件は、多
種にわたる。例えば、前記押しボタン５１４の前記目盛り盤５１３に対する位置のみを判
断することによって、ロックを解除する。または、前記押しボタン５１４の前記目盛り盤
５１３に対する位置を判断すると同時に、前記押しボタン５１４に対する押圧操作を判断
することによって、ロックを解除する。または、前記押しボタン５１４の前記目盛り盤５
１３に対する位置及び前記押しボタン５１４に対する押圧操作を判断すると同時に、前記
押しボタン５１４に対する押圧強度及び押圧時間を判断することによって、ロックを解除
する。
【００１５】
　図４に示したように、押圧強度の表現方式は、１つに限定されない。本発明の他の実施
形態において、図３に示した前記押圧強度表示バー５１８は、前記押しボタン５１４の仮
想投影５２８として表示され、押圧強度の大小は、前記仮想投影５２８の長さによって表
示される。また、前記押しボタン５１４の回転方式も、１つに限定されない。前記ロック
インターフェイス制御ユニット４２は、ユーザーの前記ロックインターフェイス５１での
弧状スライド操作６２１を検知して、前記弧状スライド操作６２１のスライド方向に基づ
いて、前記押しボタン５１４を回転させる。前記弧状スライド操作６２１は、単点弧線移
動操作或いは方向が同じである多点弧線移動操作であることができる。
【００１６】
　また、前記目盛り盤５１３及び前記押しボタン５１４の配置方式は、１つに限定されな
い。変形例として、前記目盛り盤５１３は、直線に沿って設けられる。前記押しボタン５
１４を前記目盛り盤５１３の直線の目盛り線に沿って移動することを介して、前記押しボ
タン５１４の前記目盛り盤５１３に対する位置を調節する。
【００１７】
　図５に示したように、本発明に係る電子装置のタッチ式表示パネルを操作することによ
るユーザー・インターフェイスのアンロック方法は、以下のステップを備える。
【００１８】
　ステップＳ０１において、前記電子装置１に押しボタン５１４及び目盛り盤５１３を備
えるロックインターフェイス５１を構築し、且つ前記タッチ式表示パネル２０を介して前
記ロックインターフェイス５１を表示する。
【００１９】
　ステップＳ０２において、前記ロックインターフェイス制御ユニット４２によって、ユ
ーザーの前記押しボタン５１４に対する回転或いはスライド操作を検知して、前記押しボ
タン５１４に設けられたポインターと前記目盛り盤５１３との相対的な位置を変える。１
つの実施形態において、前記ロックインターフェイス制御ユニット４２は、ユーザーの前
記目盛り盤５１３に対する押圧操作（例えば、押圧点６１１）を検知すると、前記押しボ
タン５１４に設けられたポインターが、前記目盛り盤５１３の押圧点６１１を指すように
、前記押しボタン５１４を回転させる。もう１つの実施形態において、前記ロックインタ
ーフェイス制御ユニット４２は、ユーザーの前記ロックインターフェイス５１での弧状ス
ライド操作を検知して、前記弧状スライドの方向に基づいて前記押しボタン５１４を回転
させる。
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　ステップＳ０３において、前記押しボタン５１４の前記目盛り盤５１３に対する位置が
予め設定された値に合うかどうかを判断する。合ったと判断された場合、ステップＳ０４
に移る。合っていないと判断された場合は、ステップＳ０２に戻る。なお、他の実施形態
において、直接次のステップＳ０６に移ることができる。
【００２１】
　ステップＳ０４において、ユーザーの前記押しボタン５１４に対する押圧操作を検知し
て、前記押しボタン５１４が押圧されたかどうかを判断する。前記押しボタン５１４が押
圧されたと判断された場合、ステップＳ０５に移る。前記押しボタン５１４が押圧されて
いないと判断された場合、ステップＳ０３に戻る。なお、他の実施形態において、直接次
のステップＳ０６に移ることができる。
【００２２】
　ステップＳ０５において、前記押しボタン５１４に対する押圧強度及び押圧時間が予め
設定された値に合うかどうかを判断する。合ったと判断された場合、ステップＳ０６に移
る。合っていないと判断された場合、ステップＳ０４に戻る。なお、他の実施形態におい
て、押圧強度は、前記押圧強度表示バー５１８により即時に表示される。
【００２３】
　ステップＳ０６において、前記ロックインターフェイス５１のロック状態を解除する。
【００２４】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は前記実施形態に限
定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形又は修正が可能であり、該変形又は
修正も又、本発明の特許請求の範囲内に含まれるものであることは、いうまでもない。
【符号の説明】
【００２５】
　１　　　　　　　　　電子装置
　１０　　　　　　　　ＣＰＵ
　１２　　　　　　　　内部記憶装置
　１４　　　　　　　　格納装置
　１６　　　　　　　　ビデオカード
　２０　　　　　　　　タッチ式表示パネル
　２２　　　　　　　　Ｉ／Ｏ接続ポート
　２４　　　　　　　　ＬＡＮカード
　２６　　　　　　　　圧力感知器
　４２　　　　　　　　ロックインターフェイス制御ユニット
　４５　　　　　　　　入力判断ユニット
　４５２　　　　　　　位置判断サブユニット
　４５５　　　　　　　圧力判断サブユニット
　５１　　　　　　　　ロックインターフェイス
　５１３　　　　　　　目盛り盤
　５１４　　　　　　　押しボタン
　５１８　　　　　　　押圧強度表示バー
　５２８　　　　　　　仮想投影
　６１１　　　　　　　押圧点
　６２１　　　　　　　弧状スライド操作
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